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シビアアクシデントに係る⼒量付与訓練の要求事項について（１／６）

（重大事故等発生時の体制の整備）
第１８条の５ 社長は、重大事故に至るおそれがある事故または重大事故が発生した場合（以下、「重大事故等発生時」という。）における原子炉施設の保全のための活動を行う

体制の整備にあたって、財産（設備等）保護よりも安全を優先することを方針として定める。
（中略）
４．安全・防災室長は、第１項の方針に基づき、重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備として、次の各号を含む計画を策定し、所長の承認
を得る。また、計画は、添付３に示す「重大事故等および大規模損壊対応に係る実施基準」に従い策定する。

(1) 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な要員の配置に関する次の事項
(a) 要員の役割分担および責任者の配置に関すること。

(2) (1)の要員に対する教育訓練に関する次の事項
(a) 重大事故等対処施設の使用を開始するにあたって、あらかじめ力量の付与のための教育訓練を実施する※１こと。
(b) 力量の維持向上のための教育訓練を年１回以上実施すること。
(c) 重大事故の発生および拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力を満足することおよび有効性評価の前提条件を満足することを確認するための成立性の

確認訓練（以下、「成立性の確認訓練」という。）を年１回以上実施すること。
(d) 成立性の確認訓練の実施計画を作成し、原子炉主任技術者の確認を得て、所長の承認を得ること。
(e) 成立性の確認訓練の結果を記録し、所長および原子炉主任技術者に報告すること。

（中略）
※１：重大事故等対処設備を設置もしくは改造する場合、重大事故等対処設備に係る運転上の制限が適用開始されるまでに、または運転員（当直員）、緊急時対策本部要員もしくは

緊急安全対策要員を新たに認定する場合は、第１３条第２項および第４項の体制に入るまでに実施する。

添付３：重大事故等および大規模損壊対応に係る実施基準
１ 重大事故等対策
（中略）
１．１ 体制の整備、教育訓練の実施および資機材の配備
（中略）
(2) 教育訓練の実施
ア 力量の付与のための教育訓練
各課（室）長は、重大事故等対処設備を設置もしくは改造する場合、重大事故等対処設備に係る運転上の制限が適用開始される日（使用前事業者検査終了日等）までに、または

運転員（当直員）、緊急時対策本部要員もしくは緊急安全対策要員を新たに認定する場合は、第１３条第２項および第４項の体制に入るまでに以下の教育訓練について、社内標準
に基づき実施する。

(ｱ) 各課（室）長は、表－１から表－１９に記載した対応手段を実施するために必要とする手順について、「ウ 成立性の確認訓練」の要素を考慮した教育訓練項目を定め、運転
員（当直員）、緊急時対策本部要員および緊急安全対策要員の役割に応じた教育訓練を実施する。

(ｲ) 安全・防災室長および発電室長は、重大事故等対処設備を設置または改造する場合、重大事故等対処設備に係る運転上の制限が適用開始される日（使用前事業者検査
終了日等）までに、成立性確認訓練（現場訓練による有効性評価の成立性確認）および成立性確認訓練の要素等を考慮した確認方法により、力量の付与方法の妥当性を確
認する。

保安規定記載
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シビアアクシデントに係る⼒量付与訓練の要求事項について（２／６）
社内標準記載

教育訓練要綱（抜粋）
第 6 章の2 重大事故等発生時および大規模損壊発生時の対応要員に対する教育訓練

1. 目的
発電所対策本部要員等に対して、重大事故等発生時および大規模損壊発生時の事象の種類および事象の進展に応じて的確かつ柔軟に対処するために必要な力量の維持向

上を図ることを目的とする。
2. 適用範囲
本章は、美浜３号機、高浜３,４号機および大飯３，４号機における重大事故等発生時および大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う教育訓練に適用

する。
教育訓練のうち保安教育は、第5章に基づき運用することとし、本章の適用外とする。
重大事故等対処施設および特重施設等の設置もしくは改造する場合、運転上の制限が適用開始される日までに、または、要員を新たに認定する場合は体制に入るまでに、力量

の付与のための教育訓練を実施する。

教育訓練要綱に記載する「緊急安全対策要員および特重施設要員の力量区分」（別表ー２（２））
＜力量の付与＞
技能訓練により重大事故等発生時および大規模損壊発生時の対応に必要となる設備の取扱い方法に習熟することに加え、手順の教育訓練により、設備を用いる手順や保管場

所等の関連する知識を習得し、必要な力量を有すると判断した者

２



シビアアクシデントに係る⼒量付与訓練の要求事項について（３／６）

実施方法 イメージ
①機器の
取り扱い
訓練

個別の手順につ
いて、実機、また
は実機を可能な
限り忠実に再現
したモックアップを
用いて機器の取り
扱い方法を習得

複雑な機器の取り扱い方法を明確に示す手順書

実機相当の形状・重量・操作環境等を再現したモックアップ

実機配置・アクセスルートを明確に示す手順書

②手順
訓練

現場にて手順書
に従った実機配
置の確認及び模
擬操作を実施し、
個別手順を習得

⼒量付与訓練は、当該設備の所管箇所の⻑が指名した者（設備に詳しく、かつ手順を担当している者）
が講師となり、使命時間内で実施できることを予め確認したうえで制定した手順書を用いて、それぞれを全要
員候補者⼀⼈ひとりに対し、以下の実施方法にて⾏っている。

ﾓｯｸｱｯﾌﾟによる
取り扱い訓練の様子

実機による
取り扱い訓練の様子

現地ｱｸｾｽﾙｰﾄ上での
手順確認訓練の様子

2019.12.12 審査会合資料（抜粋）
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①成⽴性確認訓練の内容
②⼒量付与の訓練の内容

（個別訓練） （現地シーケンス訓練）

緊
急
安
全
対
策
要
員

机
上

重要事故シーケンスに応じて適切な手順書
を選択できること、指揮者との連携が適切に
⾏えることを机上シーケンス訓練として実施し
確認（別紙２－１）
(全緊対要員)

全ての重要事故シーケンスと技術的能⼒の現場手順を
網羅的に検証できる重要事故シーケンスを対象に、指
定した訓練班で実時間ベースの実働訓練を⾏い、適切
に対応できることを確認する。（別紙２－５）
（代表班）

使命時間を遵守できない手順があった場合、原因が要
員の⼒量不⾜、もしくは⼒量に依存しない設備等の理
由かを確認し、要員の⼒量が原因と認められた場合には、
当該手順の⼒量付与方法が妥当ではないと判断し、当
該手順の⼒量付与方法を改善した上で対応する全要
員に対して改めて⼒量付与を⾏い使命時間を遵守でき
るかを確認する。（別紙２－６）

個別訓練（机上訓練）と同じ。
(全要員候補者)

現
場

個別の手順について、実機またはモックアップ
等を用いて、使命時間を遵守して対応がで
きることを、当該手順の実施に必要な要員
数を揃えたうえで技術的能⼒の成⽴性確認
訓練として実施し確認（別紙２－２）
(全緊対要員)

①個別の手順について、実機またはモックアップ
等を用いて機器の取り扱い方法を習得（全
要員候補者）
②現場にて手順書に従った実機配置の確認及
び模擬操作を実施し、個別手順を習得（全
要員候補者）（別紙２－７）

運
転
員

現
場

（緊急安全対策要員－現場と同様）
（別紙２－３）

運転員の認定（補機、主機、制御員等）およ
び机上・現場教育（別紙２－８）

シ
ミ
ュ
レ
ー
タ

中央制御室主体の成⽴性確認（シミュレー
タ）について、使命時間を遵守して対応がで
きることをシミュレータを用いて、当該手順の
実施に必要な要員数を揃えたうえで成⽴性
確認訓練として実施し確認。（全運転員）
（別紙２－４）

－

運転員の認定（主機、制御員等）および机上
教育（全運転員）（別紙２－８）

シビアアクシデントに係る⼒量付与訓練の要求事項について（４／６）
2019.12.12 審査会合資料（抜粋）
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シビアアクシデントに係る⼒量付与訓練の要求事項について（５／６） ５
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・ホールドポイントのみ時間的成⽴性を評価

・ホールドポイントに加え、
個別手順についても時
間的成⽴性を評価

・シーケンス訓練参加者は複数班からランダムに選抜しており、選抜された要員が実施する個別手順の時間的成⽴
性に問題がなければ、全要員に対する⼒量付与のプロセスが正しく、その他の誰が実施しても時間的成⽴性を
確保することは可能であり、⼒量付与方法が妥当であると判断することができる。
・シーケンス訓練で成⽴性を確認できなかった（時間超過）場合、原因分析、必要な改善および再訓練等を実施
し、ＬＣＯ適⽤開始（３号使⽤前検査終了）までに、⼒量認定された要員を確保する。（別紙１）
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ＳＡ設備使用前の⼒量付与の流れ
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ａ．対応方針
〇 ⼒量の付与に必要な教育訓練の実施に加えて、⼒量付与⽅法の妥当性を検証した後に⼒量認定を⾏うこととし、これ
らの「⼒量付与の教育訓練」および「妥当性検証」を「あらかじめ必要な教育及び訓練」とする。
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2019.12.12 審査会合資料（抜粋）



2019.12.12 審査会合資料（抜粋）

代表シーケンスに対して、緊急時対策本部と中央制御室及び現場の連携が図られ、手順書に従い有効性評価の成⽴性担保のために必要な操作
が、完了すべき時間であるホールドポイント※内に完了できることを確認する。

※ホールドポイントとは以下の制限時間をいう。
①重要事故シーケンスの解析結果に直接影響がある操作を完了すべき時間
②被ばく評価に影響する操作を完了すべき時間

なお、⼒量付与方法の妥当性検証として実施するシーケンス訓練においては、ホールドポイントだけでなく、個別操作手順の時間も各完了時間内に
完了できることを確認する。

シビアアクシデントに係る⼒量付与訓練の要求事項について（６／６） ６


